
　

市
で
は
知
的
財
産
権
を
出
願
す

る
事
業
所
な
ど
に
対
し
、
出
願
に

要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る

制
度
を
施
行
し
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
市
内
中
小
企
業

者
な
ど
の
知
的
財
産
を
保
護
し
、

権
利
化
す
る
こ
と
で
、
中
小
企
業

者
の
競
争
力
を
強
化
し
、
産
業
の

活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

　

市
内
に
本
社
ま
た
は
主
た
る
事

業
所
を
有
し
、
引
き
続
き
１
年
以

上
事
業
を
営
ん
で
い
る
中
小
企
業

者
な
ど

■
補
助
対
象

　

平
成
20
年
10
月
1
日
以
降
に
出

願
し
た
次
の
知
的
財
産
権
の
国
内

出
願
、
外
国
出
願
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
出
願

を
含
む
）

○
特
許
権

　

発
明
を
保
護
す
る
た
め
の
権
利

○
実
用
新
案
権

　

物
品
の
構
造
、
形
状
に
係
る
考

案
を
保
護
す
る
た
め
の
権
利

○
意
匠
権

　

物
品
の
形
態
（
デ
ザ
イ
ン
）
を

保
護
す
る
た
め
の
権
利

○
商
標
権

　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
表
す
標
識

（
ブ
ラ
ン
ド
）
を
保
護
す
る
た
め

の
権
利

○
育
成
者
権

　

植
物
の
新
品
種
を
保
護
す
る
た

め
の
権
利

■
補
助
対
象
経
費

　

出
願
料
、
弁
理
士
等
に
支
払
う

費
用
、
図
面
作
成
費
、
翻
訳
料
、

外
国
通
信
費

※
翻
訳
料
、
外
国
通
信
費
は
外
国

　

出
願
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
Ｐ
Ｃ
Ｔ
出
願
後
の
各
国
へ
の
移

行
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

■
補
助
額
・
補
助
限
度
額

○
国
内
出
願

　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以

内
で
、
補
助
限
度
額
は
10
万
円

○
外
国
出
願

　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以

内
で
、
補
助
限
度
額
は
30
万
円

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
産
業
振
興
課

　

産
業
政
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
０

　

恵
ま
れ
た
自
然
環
境
の
中
で
育

ま
れ
た
西
条
産
品
の
食
材
。
こ
の

食
材
を
使
っ
た
料
理
や
そ
の
レ
シ

ピ
を
紹
介
す
る
「
旬
彩
カ
レ
ン
ダ

ー
」
を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

配
布
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
11

月
28
日
㈮
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■
配
布
部
数　

１
０
０
０
部
（
１

世
帯
に
つ
き
１
部
。
先
着
順
）

■
配
布
日

　

12
月
９
日
㈫
～
12
日
㈮

■
配
布
場
所　

各
公
民
館

■
申
込
先　

市
庁
舎
本
館
産
業
振

興
課　

ふ
る
さ
と
産
品
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
９
０

　

交
通
事
故
、
労
働
災
害
、
天
災

な
ど
で
生
計
を
維
持
し
て
い
た
父

母
等
が
死
亡
・
障
害
（
１
級
）
の

状
態
と
な
っ
た
児
童
の
福
祉
を
増

進
す
る
た
め
、
県
で
は
災
害
遺
児

福
祉
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

■
支
給
対
象

　

義
務
教
育
修
了
前
ま
た
は
高
等

学
校
に
在
学
す
る
遺
児
の
保
護
者

■
支
給
額

　

遺
児
１
人
に
つ
き
月
額
３
千
円

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
７

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

　

精
神
や
身
体
に
障
害
が
あ
る
方

の
障
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
医

療
費
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
医
療
費

○
精
神
障
害
者
通
院
公
費

　

精
神
的
な
疾
患
で
、
定
期
的
に

精
神
科
や
神
経
科
な
ど
に
通
院
し

て
治
療
を
受
け
て
い
る
場
合

○
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る

方
の
更
生
医
療

　

腎
臓
機
能
障
害
で
人
工
透
析
療

法
を
受
け
て
い
る
場
合
や
、
心
臓

機
能
障
害
で
心
臓
の
手
術
を
受
け

る
場
合
な
ど

■
自
己
負
担

　

原
則
と
し
て
１
割
（
世
帯
の
課

税
状
況
に
よ
っ
て
、
上
限
額
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
）

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

　

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
言
葉

や
発
達
の
遅
れ
が
懸
念
さ
れ
る
児

童
を
対
象
に
、
健
康
相
談
、
集
団

で
の
遊
び
、
療
育
訓
練
、
リ
ハ
ビ

リ
な
ど
を
通
じ
て
、
身
辺
自
立
や

社
会
性
の
習
得
、
運
動
機
能
の
発

達
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

　

医
師
、
理
学
療
法
士
、
保
育
士

な
ど
の
専
門
家
が
個
々
の
状
況
に

合
っ
た
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成

し
、
き
め
細
か
い
指
導
や
助
言
を

行
っ
て
い
ま
す
。

■
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

○
か
が
や
き
園
（
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
５

－

５
０
２
２

○
ひ
ま
わ
り（
石
田
３
３
９

－

１
）

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
５

－

６
１
４
４

■
利
用
対
象
児
童

　

原
則
と
し
て
就
学
前
の
児
童

■
自
己
負
担

　

サ
ー
ビ
ス
料
金
の
１
割
（
世
帯

の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
、
上
限
額

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
）

■
利
用
申
込
先

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

知
的
財
産
権
を
出
願
す
る
中
小

企
業
者
な
ど
を
応
援
し
ま
す

「
旬
彩
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
配
布

し
ま
す

ご
存
じ
で
す
か
？

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

災
害
遺
児
福
祉
手
当

障
害
者
自
立
支
援
医
療
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